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法務研究科

法務研究科において、法学未修者は3年以上在学し、所定の96単位以上を修得し、法学既修者は2年以上
在学し、70単位以上を修得し、法曹及び実務法務専門職となるのに必要な基本的な学識及びその応用能
力を身につけた学生に対して、法務博士（専門職）の学位を授与します。

法務研究科では、豊かな人間性に根ざしたバランス感覚のうえに立ち、リーガルマインドを備え的確な判断
力と行動力をもった法曹及び実務法務専門職の養成を目的とし、法的裏付けのもとに、法的プロセスにお
いて他人を説得する能力を身につけた法曹、より具体的には、①現代社会において生起する諸問題に対
応しうる法曹、②専門性が要求される多様な分野に対応しうる法曹の育成を目指しています。

　1.法曹界の「Only One」を志す、情熱ある者を歓迎する。
　2.多様な素地をもつ者を歓迎する。

このため、入学者選抜にあたっては、公平性・開放性・多様性の確保を旨とし、基本的な判断力・思考力・
表現力・分析力及び様々な経験を加味して、学部段階での専門分野を問わず、また、社会人等にも広く門
戸を開き、多様な知識・経験を持つ者を幅広く受け入れます。

法務研究科では、体系的で質の高い教育環境を構築するため、研究者教員と実務家教員による知識集約
型法解釈と、事実整理に基づく法解釈をそれぞれにおいて確認しながらプロセスとしての学習を進めます。
これにより、現代社会において生起する諸問題に対応できる教育を提供し、さらに基礎的素養の修得を重
視した教育課程により、質の高い法曹養成を行います。
1・2年次に基本的な思考の枠組み、論証作法を反復継続的に行い、2・3 年次に実務基礎、先端分野の事
例を学び問題発見能力、問題解決能力の養成を図るカリキュラム構成になっています。つまり、「基本を繰
り返し、確実に積み上げる」ことにより、確かな基本に裏づけされた高度な応用力を効果的に展開できる体
系的学習を進めます。
以上の方針に基づき、授業科目は、①法律基本科目（憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事
訴訟法に関する分野）、②法律実務基礎科目（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基
礎的な分野）、③基礎法学・隣接科目（基礎法学に関する分野、法学と関連を有する分野）、④展開・先端
科目（先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野）の4つの科目群によって編成し
ています。


